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■ 身体障害者手帳

障がいの等級は、重い順に１級から６級まであります。
	対　象
	視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方。

	内　容
	障害福祉サービスの利用、自立支援医療（更生医療）費の支給、補装具等の支給、日常生活用具給付、各種税金優遇措置、各種割引等を受けることができます。
ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


◆こんな時は…

●手帳を紛失または破損した場合、障がい程度が変更・新たな障がいを追加する場合は、
“再交付申請書”の提出が必要です。

　●氏名、居住地が変わった場合は、“変更届”の提出が必要です。

　●治療により障がいが除去された場合や、手帳所持者が亡くなった場合には、“返還届”の提出が必要です。
[image: image13.emf]　　判定機関

〒981-1217

名取市美田園二丁目１番地の４　まなウェルみやぎ内
宮城県リハビリテーション支援センター　身体障害者支援班
℡022-784-3589　Fax022-784-3593
■ 療育手帳

障がいの等級は「Ａ」（最重度、重度）、「Ｂ」（中度、軽度）の２区分で記載されます。

	対　象
	宮城県児童相談所、宮城県リハビリテーション支援センターにおいて、知的障がいと
判定された方。

	内　容
	障害福祉サービスの利用、日常生活用具給付、各種税金優遇措置、各種割引等を受けることができます。
ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


◆こんな時は…
●原則として、18歳未満は2～3年ごとに、18歳以上は5年ごとに再判定が必要となります。
　時期が近づいてきましたら、福祉課より通知いたします。

　●手帳を紛失または破損した場合、記載欄に余白が無くなってしまった場合は、“再交付申請書”の提出が必要です。
　●氏名、居住地、保護者が変わった場合は、“変更届”の提出が必要です。

●手帳所持者が亡くなった場合は、“返還届”の提出が必要です。
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判定機関

〒981-1217

名取市美田園二丁目１番地の４　まなウェルみやぎ内　
宮城県リハビリテーション支援センター　知的障害者支援班
℡022-784-3590　Fax022-784-3593
[１８歳未満の方]
〒981-3304

　富谷市ひより台二丁目４２番地２　仙台保健福祉事務所黒川支所内
宮城県中央児童相談所黒川支所
℡022-341-6985　Fax022-341-6986
■ 精神障害者保健福祉手帳

障がいの等級は、重い順に１級から３級まであります。
	対　象
	精神疾患をお持ちの方のうち、精神障がいのために長期にわたり、日常生活または社会生活に制限のある方。（知的障がいの方は含まれません。）

	内　容
	手帳が交付されると、障害福祉サービスの利用、各種税金優遇措置、各種割引等を受けることができます。
ただし、障がいの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


◆こんな時は…

　●発行から2年ごとに更新の手続きが必要となります。
時期が近づいてきましたら、福祉課より通知いたします。
●手帳を紛失または破損した場合、障がい程度が変更する場合は、“再交付申請書”の提出が必要です。

●氏名、居住地が変わった場合は、“変更届”の提出が必要です。
●手帳所持者が亡くなった場合は、“返還届”の提出が必要です。
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判定機関
〒989-6117
大崎市古川旭五丁目7-2
宮城県精神保健福祉センター
℡0229-23-0021（代表）　Fax0229-23-0388
【 年金・手当 】

■ 障害年金

	対  象
	障害認定日（※1）の障がいの状態が国民年金法（初診日（※２）が厚生年金加入期間の場合は厚生年金保険法）に定める障害等級表に該当し、保険料の納付要件を満たしている方。

	内　容
	病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。
※１）　障害認定日
障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがの症状が固定した場合はその日（障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日）
※２）　初診日
障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日

	窓　口
	[年金に関する相談]
ねんきんダイヤル　℡0570-05-1165
[厚生年金加入期間中に初診日がある場合の請求書の提出先]
仙台北年金事務所　仙台市青葉区宮町4－3－21　℡022-224-0891　
[国民年金加入期間中に初診日がある場合の請求書の提出先]
町民生活課　℡022-345-1117


■ 心身障害者扶養共済制度

	対　象
	県内に住所があり６５歳未満で健康な方のうち、下記の方を扶養している保護者。
1  療育手帳を所持する方
2 身体障害者手帳１級～３級を所持する方
3  精神又は身体に永続的な障がい（統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など）があり、その程度が①及び②と同程度の方
· 障がいをお持ちの方1人に対して、加入できる保護者は1人です。

	内　容
	宮城県が条例に基づき実施している任意加入の制度です。
保護者が生存中に一定の掛金（加入時の年齢によって異なる）を納付することにより、保護者が万一死亡または重度障がいになったとき、残された障がいのある方に終身一定額（1口：月額2万円）の年金が支給されます。

	窓　口
	[制度に関する相談]
宮城県保健福祉部障害福祉課　℡022-211-2538
[申請書類の提出先]

福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240



■ 障害児福祉手当

	対　象
	身体・知的・精神に著しく重度の障がいを有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。

	内　容
	月額16,100円（令和7年度）
年４回（2、5、8、11月）支給
※手当月額は、年平均の全国消費者物価指数を基準として毎年見直されます。

	注　意

事　項
	次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
・満20歳に到達している（した）場合
・障がい程度が非該当の場合

・福祉施設に入所している場合
・本人、配偶者、扶養義務者の年間所得が－定額を超える場合
・障がいを理由とする年金を受けている場合

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 特別障害者手当

	対　象
	身体・知的・精神に著しく重度の障がいを有するため、日常生活に常時特別の介護
を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。

	内　容
	月額29,590円（令和7年度）
年４回（2、5、8、11月）支給
※手当月額は、年平均の全国消費者物価指数を基準として毎年見直されます。

	注　意

事　項
	次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
・障がい程度が非該当の場合

・福祉施設に入所している場合
・本人、配偶者、扶養義務者の年間所得が－定額を超える場合
・.病院・診療所・介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院している場合

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 特別児童扶養手当

	対　象
	心身に障がいをお持ちの20歳未満の児童を監護している父母、または父母以外の養育者の方。申請書提出後、障害判定及び受給資格審査を行い、宮城県が決定します。おおむねの障がい程度は以下の通りです。
１級 
①身体障害者手帳１級・2級・3級（肢体不自由の下肢の１に該当している方）
②療育手帳「Ａ」
③精神障がいにより日常生活において常時の援助が必要な児童
２級
①身体障害者手帳3級・４級（一部）
②療育手帳「Ｂ」（一部）
③精神障がいにより、日常生活に著しい制限を受け、援助が必要な児童

	内　容
	１級：月額56,800円（令和７年度）
２級：月額37,830円（令和７年度）
年３回（4、8、11月）支給
※手当月額は、年平均の全国消費者物価指数を基準として、毎年見直されます。

	注　意事　項
	次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
・受給者（申請者）や対象児童が日本国内に住所を有しない場合
・対象児童が公的年金を受給できる場合

・対象児童が児童福祉施設等に入所している場合

・受給者（申請者）もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


【 医療費等の助成 】
■ 心身障害者医療費助成制度
	対　象
	・身体障害者手帳１級・２級・３級（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する者に限る。）
・療育手帳「Ａ」
・療育手帳「Ｂ」の方のうち、知的障害者福祉法に定める職親に委託している方

・特別児童扶養手当「１級」
・精神障害者保健福祉手帳「１級」

	内　容
	医療機関で支払う保険診療に係る医療費の自己負担額を助成する制度です。

医療機関等の窓口に「心身障害者医療費助成受給者証」を提示、「医療費助成申請書」（黄色）を提出のうえ、自己負担額を病院にお支払いいただきます。
診療月から約3～４ヶ月後に、加入する健康保険組合から給付される高額療養費や附加給付を差し引いた自己負担額分を助成金として給付します。

	注　意
事　項
	・生活保護受給者は対象となりません。
・中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律に
よる支援給付を受けている方は、対象となりません。
・医療費助成の開始日は申請日からとなります。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 自立支援医療（育成医療）の給付
	対　象
	現存の疾患を放置することにより将来的に身体に障がいを残すと認められる場合で、確実な治療効果（障がいの除去・軽減）が期待出来ると判断される児童。

	内　容
	１８歳未満のお子さんが病気や障がいの治療を受けることで、将来生活がしやすくなると認められた時に、指定自立支援医療機関（育成医療）における治療のための医療費（入院、通院）を一部負担するものです。

	注　意

事　項
	・医療開始前に申請が必要となります。

・原則医療開始後の申請は認められません。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 自立支援医療（精神通院医療）の給付
	対　象
	精神障がいのため、通院による精神医療を継続的に要する方。

	内　容
	精神障がいのため通院による精神医療を継続的に要する病状の方を対象として行われる医療にかかる費用の自己負担を軽減する制度です。

	注　意事　項
	・有効期間は１年間です。継続する場合は更新の申請が必要です。
・申請受付日から適用となり、申請前に通院した分は対象となりません。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 自立支援医療（更生医療）の給付
	対　象
	18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方で、宮城県リハビリテーション支援センターの判定により、給付が認められた方。

	内　容
	身体障害者で身体上の障がいを軽くしたり回復させたりするための医療を対象に、医療費を助成します。
障害の種類

手術名等

じん臓機能障害
人工透析療法・腎移植術・腎移植後の抗免疫療法等

心臓機能障害
冠動脈バイパス術・ペースメーカー植込術・弁置換術・心移植術・心移植後の抗免疫療法

小腸機能障害
中心静脈栄養法

免疫機能障害
抗HIV療法等

肢体不自由

人工関節置換術・関節固定術等

視覚障害
白内障手術・角膜移植術・網膜剥離手術等

聴覚・平衡機能障害
人工内耳植込術・外耳等閉鎖形成術等

音声・言語・そしゃく機能障害
口唇形成術・口蓋形成術・歯科矯正治療・
嚥下機能改善手術・誤嚥防止手術等

肝臓機能障害
肝臓移植術・肝臓移植術後の抗免疫療法



	注　意
事　項
	・原則医療開始前の申請が必要です。
・緊急に対応が必要な「心臓・腎臓・小腸・免疫機能障害（肝機能障害は除く）」については、医療機関から事前に相談があった場合に限り、身体障害者手帳交付日から給付を決定することもあります。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業
	対　象
	身体障害者手帳をお持ちの方のうち、呼吸器機能障害が３級以上であり、医師の指示により在宅にて酸素濃縮器を使用している方。

	内　容
	使用する機器の電力量に応じ、電気料金の一部を年２回（上半期、下半期）助成します。

	注　意事　項
	・「施設などに入所したとき」や「１ケ月以上入院したとき」は助成されません。
・申請日が属する月の分から助成対象となります。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


【 障がい福祉サービス（自立支援給付） 】
＜対象者＞　身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者（発達障がい含む）、難病患者等
＜窓　口＞　福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240
　◆サービス利用までの流れ
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■ 介護給付費
◆　訪問系サービス

	サービスの名称
	障害支援区分
	内　容

	居宅介護
	１以上
	ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

	重度訪問介護
	４以上
	重度の肢体不自由または重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

	同行援護
	―
	移動に著しい困難を有する視覚障がいのある人が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。

	行動援護
	３以上
	行動に著しい困難を有する知的障がいや精神障がいのある人が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

	重度障害者等

包括支援
	６
	常に介護を必要とする方の中でも、特に介護の必要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所などのサービスを包括的に提供します。


◆　日中活動系サービス
	サービスの名称
	障害支援区分
	内　容

	療養介護
	５以上
	病院において医療的ケアを必要とする障がいのある人のうち常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において病院で行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。

また、療養介護のうち医療に関わるものを療養介護医療として提供します。

	生活介護
	３以上
	障害者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動・生産活動機会の提供のほか、身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

	短期入所

(ショートステイ)
	１以上
	自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障がいのある人に障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行います。


◆　居住系サービス
	サービスの名称
	障害支援区分
	内　容

	施設入所支援
	４以上
	在宅で生活することが困難な方が、施設に入所して、必要な介護や訓練を行います。


■ 訓練等給付費
◆　訓練系・就労系サービス

	サービスの名称
	障害支援区分
	内　容

	自立訓練

(機能訓練)
	―
	身体障がいのある人または難病を患っている方などに対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障がいのある人の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言などの支援を行います。（原則１年６ヶ月間）

	自立訓練

(生活訓練)
	―
	知的障がいまたは精神障がいのある人に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障がいのある人の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言などの支援を行います。（原則２年間）

	宿泊型自立訓練
	―
	自立訓練（生活訓練）の対象者要件を満たす者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している人等に対して、地域移行に向けて、居室その他の設備を利用しながら、家事等の日常生活能力を向上するための訓練、生活等に関する相談及び助言などの支援を行います。（原則２年間）

	就労選択支援
※令和7年10月から開始されます。
	―
	就労を希望する障害者本人が、就労系障害福祉サービスの利用や一般就労を目指す際に、就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものです。

	就労移行支援
	―
	就労を希望する65歳未満の障がいのある人に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。（原則２年間）

	就労継続支援

Ａ型（雇用型）
	―
	企業等に就労することが困難な障がいのある人に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行います。

	就労継続支援
Ｂ型（非雇用型）
	―
	通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障がいのある人に対し、生産活動などの機会の提供、知識及び能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。

	就労定着支援
	―
	一般就労した障がいのある人が、職場に定着できるよう、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。


◆　居住系サービス
	サービスの名称
	障害支援区分
	内　容

	共同生活援助
	―
	障がいのある人に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。

	自立生活援助
	―
	障害者支援施設やグループホーム等からひとり暮らしへの移行を希望する知的障がいのある人や精神障がいのある人等について、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がいのある人の理解力、生活力等を補う観点から、適時のタイミングで適切な支援を行います。


■ 相談支援給付費
◆　指定一般相談支援
	サービスの名称
	障害支援区分
	内　容

	地域移行支援
	―
	障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方が地域の生活に移行するため、必要な相談支援を行います。

	地域定着支援
	―
	施設・病院からの退所・退院、家族との同居からひとり暮らしに移行した人、地域生活が不安定な人等、単身等で生活する障がいのある人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。


◆　指定特定相談支援
	サービスの名称
	障害支援区分
	内　容

	計画相談支援
	―
	障害福祉サービスを利用するすべての人及び地域相談支援を利用する障がい者を対象に、支給決定を行う際にサービス利用計画の作成、利用状況の検証、計画の見直しを行います。


■ 補装具費の交付及び修理
	対　象
	身体障害者手帳をお持ちの方。

	内　容
	失われた身体機能を補完または代償し、日常や職業生活を容易にするために使われる用具の交付及び修理にかかる費用を助成します。

※国で定めた基準額の範囲で助成するため、基準を超える装具を希望する場合の
差額は自己負担となります。
障害名

申請できる補装具

視覚障害
盲人安全つえ、義眼、
眼鏡（コンタクトレンズ・矯正・遮光・弱視）

聴覚又は音声言語障害
補聴器

肢体不自由

義肢（義足・義手）、装具（下肢・靴型・体幹・上肢）、

座位保持装置、電動車いす、車いす、
歩行補助つえ、歩行器
【児童のみ】起立保持具、頭部保持具

その他

重度障害者用意思伝達装置



	注　意事　項
	・宮城県リハビリテーション支援センターでの判定が必要な場合があります。
・事前の申請が必要で、自費購入した費用を後から請求することはできません。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


【 地域生活支援事業 】
■ 地域生活支援事業
	事業の名称
	内　容

	理解促進研修・啓発事業
	障がいのある人等に対する理解を深めるため、広報活動、研修会等を行う事業です。

	自発的活動支援

事業
	障がい福祉の増進と共生社会の実現に向け、障がいのある人等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みとして、ピアサポート、災害対策、孤立防止活動支援、ボランティア活動支援等を行う団体に対し、補助金等支援を行います。

	相談支援事業
	○障害者相談支援事業

障がいのある人等からの相談に応じて、必要な情報の提供及び助言、サービスの利用支援、虐待の防止など権利擁護のための援助を行う事業です。

○市町村相談支援機能強化事業

相談支援の強化のために、専門的職員を配置する事業です。

○住宅入居等支援事業

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障がいのある人等に対して、入居に必要な調整等の支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて地域生活を支援する事業です。

	成年後見制度
利用支援事業
	成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がいのある人や精神障がいのある人に対して、成年後見制度の利用を支援することにより、障がいのある人の権利擁護を図る事業です。

	成年後見制度

法人後見支援事業
	成年後見制度における後見等の業務を適切に行うことができる法人を確保できる体制整備に向け、事業の実施方法について、検討する事業です。

	意思疎通支援事業
	手話通訳者、要約筆記者の派遣事業など、意思疎通を図ることに支障がある人等と他の者の意思疎通を仲介する事業です。

	手話奉仕員研修会
	聴覚障がいのある人への理解と認識を深めるとともに、手話で日常会話を行うために必要な手話表現技術等の習得を目指す事業です。

	移動支援事業
	社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等、社会参加のために外出の際の支援を行う事業です。障害福祉サービスの重度訪問介護、同行援護、行動援護を受けている方は障害福祉サービスが優先となります。

	訪問入浴サービス

事業
	家庭で入浴できない重度身体障がい者・児に、移動入浴車を利用した入浴サービスを提供します。

	日中一時支援事業
	家族の就労支援や家族の一時的な休息を目的に、障がいのある人等の日中における活動の場を提供する事業です。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 地域障害児支援体制強化事業

	巡回支援専門員整備事業
	巡回支援専門員（公認心理師等）が町内の幼稚園・保育所等を巡回し、保育施設等の職員や親に対し、子どもへの関わり方等について専門的な助言や情報提供を行い、「障がいが気になる段階」から支援を行う体制を整備するものです。

	窓　口
	健康推進課　℡022-345-4857　Fax022-345-7240


■ 日常生活用具の給付事業
	対　象
	各種障害者手帳・特定医療費（指定難病）医療受給者証をお持ちの方で各品目の対象級に該当する方。

	内　容
	在宅の障がい者・児に対し、日常生活の便宜を図るため日常生活用具を給付します。

障害名

申請できる品目例　※障害種別・等級により異なります

視覚障害
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ、点字ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ、電磁調理器、盲人用体温計（音声式）、盲人用体重計、時計、点字器、情報･通信支援用具（ﾊﾟｿｺﾝ周辺機器・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）、拡大読書器、点字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（聴覚障害と重複の場合）、視覚障害者用活字文書読み上げ装置
上下肢体幹障害
特殊便器、特殊ﾏｯﾄ、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、入浴補助用具、移動ﾘﾌﾄ、歩行補助つえ、歩行支援用具、頭部保護帽、移動・移乗支援用具
言語障害
携帯用会話補助装置、人工喉頭、人工鼻
呼吸器機能障害
酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ運搬車（在宅酸素療法用）、ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ（吸入器）、

電気式たん吸引器、ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ

聴覚障害
聴覚障害者用屋内信号装置、通信装置、情報受信装置、点字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ（聴覚障害と重複の場合）　
腎臓障害
透析液加温器（腹膜透析用）

ぼうこう･直腸障害
収尿器、ストマ装具（尿路系・消化器系）、紙おむつ等
その他
訓練いす・訓練用ベッド（児のみ）、火災警報器、自動消火器

※介護保険による給付が優先となります。

※障害等級により支給対象となる用具が異なります。

	注　意事　項
	事前の申請が必要で、自費購入した費用を後から請求することはできません。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 日常生活用具給付事業の住宅改修
	対　象
	下肢、体幹機能障害・乳幼児以前の脳病変による運動機能障害3級以上の身体障害者手帳をお持ちの方（※介護保険による給付が優先となります。）

ただし、特殊便器への取替えは上肢障害2級以上の方のみ。

	内　容
	日常生活に著しく支障のある在宅の重度身体障がい者・児が、段差解消等の住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入及び改修工事費を給付することができます。　
　①手すりの取り付け　②床段差の解消　③滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更　④引き戸等への扉の取替え　　⑤洋式便器等への便器の取替え

⑥その他必要となる住宅改修　　※合計200,000円を上限となります。

	注　意事　項
	・必ず“着工前”にご相談ください。
・給付決定前に独自に設置した物に対する費用等は対象となりません。
・ご本人の身体状況や住宅の状態を訪問により確認するほか、申請時には平面図や　見積書作成などが必要となり、給付決定まで時間を要しますのでご了承ください。

・上限額につきましては、“１家屋”当たりとなります。転居などにおける再申請につきましてはご相談ください。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 自動車運転免許証取得費給付事業
	対　象
	身体障害者手帳・療育手帳のいずれかをお持ちの方。

	内　容
	就労や社会活動等への参加のため運転免許証を取得する方のための事業です。

申請者が免許取得のために自己負担した費用の3分の２（１０万円まで）を上限として給付します。

	注　意事　項
	・自動車学校入校前に相談と申請が必要となります。
・免許取得後の助成となりますので、領収書を保管しておいてください。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 自動車改造費助成事業

	対　象
	大和町内に居住し、身体障害者手帳（上肢、下肢、体幹機能障害の等級が３級以上の方に限ります。）をお持ちの方。

	内　容
	身体に障がいのある方が、就労等社会参加のために「普段運転する自動車」の改造費用の一部を助成します。

障がい者本人が所有する自動車で、改造にかかった費用の3分の２（10万円まで）を上限とし、1車両1回限りです。

	注　意

事　項
	・改造開始前に相談と申請が必要となります。
・交付決定前に改造された装置類は、助成対象となりませんのでご注意ください。
・改造後の助成となりますので、領収書を保管しておいてください。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 障害者等緊急時支援体制整備事業（地域生活支援拠点）
	対　象
	短期入所の支給決定を受けている方のうち、次のいずれかに該当する方で、事業の登録を行った方。
・地域定着支援を必要とする18歳以上の方
・緊急時に家族等の支援が難しい18歳未満の方

	内　容
	365日24時間、常に相談支援を行い、コーディネーターが日頃より体験短期入所を調整します。
また、緊急事態が発生した時には、家族等の支援を受けられない方に対し、コーディネーターが相談・緊急短期入所の調整・必要に応じ自宅への駆けつけなどを行い、安心した生活を送ることができるよう支援を行います。

	注　意事　項
	・原則事前登録が必要となります。
・登録申請をする前に必ず担当の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員と緊急時の対応について話し合いをしてください。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 地域活動支援センター事業（工房ななつもり）
	対　象
	大和町内に居住する満15歳以上の通所可能な方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの方。
※利用にあたり登録申請が必要となります。

	定　員
	20名

	開所時間
	午前９時から午後３時まで

	利用料
	無料（但し、原材料費等の実費は自己負担）

	活動場所
	ひだまりの丘2F　工房ななつもり（大和町吉岡字館下88）

	活動内容
	日常生活動作の訓練や創作及び作業活動などを通し、自立した日常生活を
目指します。

	窓　口
	大和町社会福祉協議会　℡022-345-2156　Fax022-345-7280


[image: image17.png]


【 児童福祉法 】

■ 障害児通所支援
＜対象者＞　障がいをお持ちの児童※手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の
必要性が認められた児童も対象となります。

＜窓　口＞　福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240
	サービスの名称
	内　容

	児童発達支援
	未就学の障がい児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練を行います。

	児童発達支援（肢体不自由のある児童対して治療を行うもの）
	肢体不自由の障がい児に対して日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練及び治療を行います。

	居宅訪問型
児童発達支援
	児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な重症心身障がいのある子ども等に、児童発達支援センターなどから居宅訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与などの支援を実施します。

	放課後等
デイサービス
	就学している障がいのある子ども等に、授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設で、生活能力の向上のために必要な訓練、社会交流の訓練、社会交流の機会を提供します。

	保育所等訪問支援
	保育所や学校、その他の児童が集団生活を営む施設を専門の支援員が訪問し、当該施設等に通う障がい児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。


■ 相談支援給付費
◆　指定障害児相談支援
	サービスの名称
	障害支援区分
	内　容

	障害児相談支援
	―
	18歳未満の児童を対象に、相談支援専門員が障害福祉サービス・障害児通所支援を利用する際の計画書を作成し、利用調整等を行います。
また、定期的に計画の見直し（モニタリング）を行います。


【 税の減免等 】
■ 自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割・種別割）の減免
	対象者
	●　戦傷病者手帳をお持ちの方で一定以上の等級の方
●　療育手帳をお持ちの方のうち、判定が「Ａ」の方

●　精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、障害の等級が「１級」の方

●　身体障害者手帳をお持ちの方のうち、以下の表に当てはまる方

１級

２級

３級
４級

５級

６級

視覚障害
◎

◎

◎

◎

聴覚障害
◎

◎

平衡機能障害
◎

音声・言語機能障害
◎
上肢不自由
◎

◎

下肢不自由
◎

◎

◎

○

○

○

体幹不自由
◎

◎

◎

○

乳幼児期以前の
非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能
◎

◎※１

移動機能
◎

◎

◎※２
○

○

○

心臓機能障害
◎

◎

じん臓機能障害
◎

◎

呼吸器機能
◎

◎

ぼうこう・直腸機能障害
◎

◎

小腸機能障害
◎

◎

免疫機能障害
◎

◎

◎

肝臓機能障害
◎
◎
◎
◎は本人の運転のほか生計を一にする家族又は常時介護者の運転でも可
○は本人の運転のみ可
※1 片方の上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。
※2 片方の下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。　

	内　容
	障がい者の方本人（本人が18歳未満の場合、または知的・精神障がいの場合はその保護者の方）が所有する車両の自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割・種別割）が減免の対象となります。※障がい者一人につき自家用車一台が対象。
上記表の◎に該当する方のうち、ご本人以外が運転する場合
・自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割）
　福祉課にて発行する「生計同一（常時介護）証明書」が必要となります。
その後、仙台北県税事務所の窓口にて手続が必要になります。
※代理申請の場合は委任状と代理人の身分証明証をお持ちください。
・軽自動車税（種別割）
障がい者の方と生計を一にしている運転者の運転免許証、軽自動車税納税通知書、車検証、障害者手帳を税務課にお持ちください。
ご本人が運転する場合
・自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割・種別割）
「生計同一（常時介護）証明書」は必要ありません。下記の窓口へお問合せください。

①減免上限額
　自動車税（種別割）…………………年額 ＊45,000円上限（超えた分が納付額です。）
　自動車税（環境性能割）……課税標準額　250万円 × 自動車税環境性能割税率

  軽自動車税（環境性能割）…課税標準額　250万円 × 軽自動車税環境性能割税率
　軽自動車税（種別割）…………………全額
＊令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自動車の場合は43,500円

②申請時期（自動車税種別割）
　申請の翌月以後の月数に応じて月割り相当額が減免されます。

　ただし、年度途中の“名義変更”により自動車を取得された方は、次年度からの申請となります。詳しくはお問合せください。

	窓　口
	①生計同一証明書の発行について
身体・知的障がいの方は……福祉課　℡022-345-7221
精神障がいの方は……………仙台保健福祉事務所 黒川支所  ℡022-358-1111
②減免手続に行く場所について
[自動車税、軽自動車税（環境性能割）] 仙台北県税事務所　℡022-275-9116
  [軽自動車税（種別割）]  税務課　℡022-345-1116


■ 各種税金の障害者控除

	対　象
	身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方は、「特別障害者」となります。それ以外の方は「障害者」という区分となります。

	内　容
	◆　障がい者本人が受けられる特例

　

障害者控除
特別障害者控除
所得税
27万円を控除

40万円を控除

相　続　税

85歳到達まで

年間10万円を控除

85歳到達まで

年間２０万円を控除

贈　与　税

精神障がいをお持ちの方については、信託受益権の価額のうち、3,000万円まで非課税

信託受益権の価額のうち
6,000万円まで非課税

住　民　税

26万円を控除

30万円を控除

◆　障がい者を扶養している方が受けられる特例

障害者控除
特別障害者控除（同居の場合）

所　得　税
27万円を控除
40万円（75万円）を控除
住　民　税

26万円を控除

30万円（53万円）を控除

　扶養控除(一般)…１６歳以上の扶養親族に限られます。

　扶養控除(特定)…扶養控除対象者のうち、１９歳以上２３歳未満の方。

（注）障害者控除は１６歳未満であっても適用できます。

	窓　口
	[所得税・相続税・贈与税] 仙台北税務署　 ℡022-222-8121
[住民税] 税務課   ℡022-345-1116


■ 個人事業税の非課税

	対　象
	重度の視覚障害者（失明、または両眼の視力が0.06以下の者）

	内　容
	重度の視覚障害者があん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、その他の医業に類する事業を行う場合、事業税は非課税となります。毎年の確定申告を漏れなく行ってください。

	窓　口
	仙台北県税事務所
住所：仙台市青葉区堤通雨宮町4-17　宮城県仙台合同庁舎３F　

担当：課税第1班　℡022-275-9112


■ 少額貯蓄の利子等の非課税
	対　象
	身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。

	内　容
	一定の手続を要件に、金融機関等から受取る利子について非課税の適用を受けることができます。
預貯金等の種類

非課税貯蓄限度額

銀行などの預貯金、貸付信託、公社債、公社債投資信託など（マル優）

350万円

利付国債、公募地方債（特別マル優）



	窓　口
	郵便局、各金融機関、証券会社の営業所等


■ NHK放送受信料の減免
	対　象
	全額免除　

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で
世帯員全員が町民税非課税の場合
※別世帯であっても、同居者は原則として審査対象となります。
半額免除
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
①視覚・聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で契約者の場合
②重度障がい者（身体障害者手帳１級、２級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳１級）が世帯主で契約者の場合

	内　容
	世帯の状況に応じてNHK放送受信料が「全額」または「半額免除」になります。

	窓　口
	[制度に関する相談]
ＮＨＫふれあいセンター　ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ　0570-077-077
[申請書類の提出先]

福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


【 公共交通 】
■ 各種公共交通機関の運賃割引
第１種障害者…身体障害者手帳（視覚１～３級・４級の一部、聴覚２～３級、肢体１～２級・３級の一部、ぼうこう・直腸の４級を除く内部障害１～４級）、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級
第２種障害者…第１種以外の身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
	交通機関
	対　象　者
	割　引　内　容

	デマンドタクシー
町民バス
	身体障害者手帳・療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳の
いずれかをお持ちの方
	運賃無料

障害者手帳を運転手にご提示ください。
ただし、デマンドタクシー利用の際は、まちづくり政策課に事前登録が必要となります。

	
	まちづくり政策課　℡022-345-1115　

	路線バス

※バスから降りるときに手帳をご提示ください
	身体障害者手帳をお持ちの方

療育手帳をお持ちの方
	普通運賃が５０％割引になります。

定期運賃は３０％割引になります。(大人のみ)

宮城交通バスは、第１種手帳をお持ちの方は付添(１名まで)の方も割引対象、第２種の方は本人のみ割引対象です。

仙台市営バスは種別を問わず、付添の方も割引されます。

	
	精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの方
	普通運賃が５０％割引になります。
定期運賃は３０％割引になります。(大人のみ)

宮城交通バスは定期運賃の割引はありません。
宮城交通バスはご本人のみ割引対象。

	
	宮城交通本社　℡022-771-5310　仙台市交通局　℡022-224-5111

	タクシー･ハイヤー
	身体障害者手帳、療育手帳を
お持ちの方
	利用運賃の１０％が割引となります。

運賃支払時に手帳を提示してください。

	
	宮城県タクシー協会仙台地区総支部　　　　　　　　　　℡022-256-0356


	交通機関
	対　象　者
	割　引　内　容

	仙台市

地下鉄
	身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方とその介護者
	普通運賃が５０％割引になります。

定期運賃は２３．１％割引になります。

大人の方は「小児の普通乗車券」をお買い求めのうえ乗車してください。
小児の方は駅務員にお申し出ください。

	
	仙台市交通局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡022-224-5111

	鉄道（JR）
	第1種障害者とその介護者
	普通乗車券

[image: image18.png]


　定期乗車券（小児を除く）

回数乗車券　　　　　　　　介護者同乗時のみ
急行券(特別急行券を除く)
５０％割引

各駅相互間※ただし、単独で乗車する場合には片道100kmを超える区間に限られます。

	
	第2種障害者
	普通乗車券　５０％割引
各駅相互間※ただし、片道100kmを超える区間に限られます。

	
	12歳未満の第2種障害者と
その介護者
	定期乗車券（介護者のみ）50％割引

	
	乗車券の購入方法はJR窓口・改札口でお問合せください。

	航空
	対象者及び割引率は各航空会社により異なります。
乗車券の購入方法等は、ご利用の航空会社へお問い合わせください。


■ 福祉タクシー利用助成事業

	対　象
	大和町に１年以上住所があり、在宅で生活している方のうち、次の①～③のいずれかに該当する方。
①　身体障害者手帳１級・２級・３級（内部障害）をお持ちの方
②　療育手帳Aをお持ちの方
③　精神障害者保健福祉手帳１級・２級をお持ちの方
※高齢者タクシー利用助成事業が優先となり、両方を利用することはできません。

	内　容
	町と協定を結んだタクシー事業者で使用できる利用助成券を交付します。
１月あたり1,５００円の助成券を交付します。

	注意事項
	・3か月以上入院している方や施設に入所している方は対象外です。
・交付を受けた本人が乗車しない場合は利用できません。
・本人以外が利用した場合は助成券を返還していただくことがあります。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 有料道路の通行料金割引

	対　象
	①身体障害者手帳をお持ちの本人が運転する場合（営業用の自動車は除く）
②第１種身体障がい者又は知的障がい者（療育手帳Ａ）が乗車し、障害者手帳をお持ちの本人以外の方が運転する場合

	内　容
	通勤・通学・通院等、日常生活において有料道路を利用する障がい者の方に対して、通行料金が半額になる制度です。

ETC搭載の自動車でも同様に制度が利用できます。

	注意事項
	≪ETC ご利用の場合≫

登録できる ETC カードは、障がい者ご本人名義のもの１枚に限ります。

ただし、未成年（18 歳未満）の重度障がい者の方が本人運転の割引適用を受け

ず、かつ本人以外の方の運転で割引適用を受ける場合には、親権者または法定後

見人名義のカードも対象となります。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 宮城県ゆずりあい駐車場利用制度

	対　象
	移動に配慮が必要と認められる以下の表に該当する方。
障害種別

交付対象となる等級

身体障害者

視覚障害
4級以上

聴覚障害
3級以上

平衡機能障害
5級以上

肢体不自由

2～６級以上（症状によって異なります。）
内部障害
4級以上

知的障害者

療育手帳「A」

精神障害者

精神障害者保健福祉手帳「1級」

難病患者

特定疾病医療受給者
特定医療費（指定難病）受給者
小児慢性特定疾病医療受給者
要介護認定を受けた方

要介護状態区分「要介護１」以上
妊産婦

妊娠7か月～産後1年
※産後は乳児同乗の場合に限る

けが人または病気の方

医師の診断書等により、一時的に移動の配慮が必要であることが確認できる方


	内　容
	公共施設や商業施設などの障がい者等駐車区画について、対象の方以外の不適正な利用の抑止を図るため、歩行が困難な障がい者の方などに利用証を交付します。

	注意事項
	申請方法や交付の条件などは宮城県にお問合せください。

	窓　口
	宮城県保健福祉部社会福祉課地域福祉推進班　
℡022-211-2519　Fax022-211-2594


【 各種割引 】
■ 携帯電話使用料等の割引

	対　象
	詳しくは最寄りの各取扱店でご確認ください。

	内　容
	携帯電話の基本使用料などの割引制度があります。

	取扱店
	携帯電話会社　各社（会社ごとに条件等が異なりますので直接ご確認ください。）


■ 電話番号の無料案内（ふれあい案内：１０４）

	対　象
	以下に該当する手帳をお持ちの方。
・視覚障害１～６級、肢体不自由（上肢、体幹ほか運動機能障害）１・２級 　
・聴覚障害 2～６級　・音声・言語・そしゃく機能障害 3～4級

・療育手帳 A・B　・精神保健福祉手帳 １～３級

	内　容
	電話またはFAXにて、お問合せを希望される電話番号の無料案内が利用できます。ご利用前に登録が必要です。

	注意事項
	手続き方法やご利用方法は下記フリーダイヤルにお問合せください。

	窓　口
	NTTフリーダイヤル　℡0120-104-174　Fax0120-104-134


■ 郵便料金の割引

	対　象
	詳しくは郵便局にお問い合わせください。

	内　容
	盲人用録音物、点字用紙、聴覚障がい者用ビデオテープ等の郵便料が半額または無料になります。

	窓　口
	吉岡郵便局　℡022-345-3060


■ 駐車禁止の対象除外

	対　象
	・以下に該当する身体障害者手帳をお持ちの方。
視覚障害１～３級・４級の１、聴覚障害２～３級、平衡機能障害３～5級、
上肢機能障害１級・２級の１・２級の２、下肢機能障害１～6級、
体幹機能障害１～３級、運動（上肢）機能障害１～２級（※上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。）、運動（移動）機能障害：１～４級、
免疫機能障害１～３級、内部障害１級～３級

・療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方

・色素性乾皮症患者（小児慢性特定医療費受給者証をお持ちの方）

※詳しくは警察署にお問合せください。

	内　容
	歩行困難な身体障がい者が使用する車両または生計を１つにする方が運転する車両に対し、駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制から除外されます。

	窓　口
	大和警察署交通課　℡/Fax 022-345-0101　


【 生活福祉資金の貸付制度 】
	制度の名称
	内　　容

	福祉費
	①生業費…生業を営むために必要な経費

	
	②技能習得費…技能習得に必要な経費

	
	③住宅修繕費…住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

	
	④福祉用具購入費…福祉用具の購入に必要な経費

	
	⑤自動車購入費…障がい者用自動車の購入に必要な経費

	
	⑥療養費…負傷又は疾病の療養に必要な経費

	
	⑦介護等費…介護保険、障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費

	
	⑧災害臨時費…災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

	
	⑨冠婚葬祭費…冠婚葬祭に必要な経費

	
	⑩転居・給排水設備費…住居の転居等、給排水設備等の設置に必要な経費

	
	⑪支　度　費…就職、技能習得等の支度に必要な経費

	緊急小口資金
	緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合

	その他
	※貸付期間、限度額、条件等は項目により異なります。

	窓　口
	大和町社会福祉協議会　℡022-345-2156　Fax022-345-7280




【 指定難病・小児慢性特定疾病・リハビリテーション 】
■ 特定医療費（指定難病）助成
	対　象
	以下の①と②、または①と③に該当する方。
①宮城県内に住民票がある方
②指定難病の診断を受け、国の定めた病状の基準を満たしている方
③指定難病の診断を受けているものの、②に該当しない方で、医療給付の申請月以前の１２ヶ月以内に月の医療費が33,331円以上の月数が３ヶ月以上ある方

	内　容
	対象者が医療機関を受診する際の、保険医療費の自己負担分を一部助成する制度
です。世帯の所得等に応じた負担上限額があります。

	注意事項
	申請前に、主治医・医療機関の窓口・保健所にご相談ください。

	窓　口
	仙台保健福祉事務所黒川支所　　　℡022-358-1111　Fax022-358-1110


■ 小児慢性特定疾病児の医療費の公費助成

	対　象
	国が定める特定の疾患にかかっている児童。

	内　容
	申請に基づき、専門の委員による審査を経て認定された場合に医療受給者証が交付されます。対象となる児童が医療機関を受診する際の、保険医療費の自己負担分を助成する制度です。世帯の所得等に応じた負担上限額があります。

	注　意事　項
	①申請前に、主治医・医療機関の窓口・保健所にご相談ください。

②１８歳到達時に既にこの制度の対象となっている方で、引き続き治療が必要な
場合は、２０歳到達前日まで延長することができます。

	窓　口
	仙台保健福祉事務所黒川支所　　　℡022-358-1111　Fax022-358-1110


■ 指定難病等治療に係る通院介護費用交付事業

	対　象
	次のいずれかに該当する指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けて在宅療養中の２０歳未満の方で下記の条件のいずれかを満たす方。
・身体障害者手帳1～2級をお持ちの方

・13歳未満の方

・上記以外で通院に介護が必要と医師が認めた方

	内　容
	通院1日につき1,500円（月6,000円が上限）の通院介護費用を交付します。

	窓　口
	仙台保健福祉事務所黒川支所　　　℡022-358-1111　Fax022-358-1110


■ 小児慢性特定疾患児童日常生活用具給付事業

	対　象
	小児慢性特定疾患医療費受給者証をお持ちで、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業の対象とならない児童。

	内　容
	車椅子やシャワーチェア、ストマ装具等の日常生活で使用する用具の購入費を助成します。対象品目や限度額、自己負担額など、詳しくは担当課へお問合せください。

	注　意事　項
	事前に申請が必要で、自費で購入した用具の費用を請求することはできません。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240


■ 地域リハビリテーション推進強化事業
	対　象
	大和町にお住まいの障がい者・児や高齢者等。

	内　容
	町からの依頼により、県がリハビリの専門職員を地域に派遣し、日常生活用具の選定の助言・協力や、住宅改修を行う際の助言・協力、身体機能評価・生活能力評価などの専門的な相談・助言・協力を行います。

	窓　口
	福祉課　℡022-345-7221　Fax022-345-7240
仙台保健福祉事務所　健康づくり支援班（地域リハビリテーション担当）
℡022-363-5503　Fax022-362-6161


■ 障害者検診事業

	対　象
	大和町で在宅生活をしている方で身体障害者手帳（肢体不自由）をお持ちの18歳以上の方で、現在継続的なリハビリを受けていない方。

	内　容
	身体機能（筋力・関節の動き・歩行速度等）を評価し、身体状況に関するお悩みに対して、リハビリテーション科専門医・リハビリテーション専門職等がアドバイスを行います。

	窓　口
	宮城県リハビリテーション支援センタークリニック班　
℡022-784-3592　Fax022-784-3593


【 障がい者に関するマーク 】
障がい者に関するマークには、主に次のようなマークがあります。
見かけましたら皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
	マーク
	意　味
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ヘルプマーク
（赤地に白）
	東京都が商標登録をしているマークです。
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病を抱えている方など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方から援助や配慮を得やすくなるよう作成されたマークです。
宮城県内（仙台市を含む）においても、ヘルプマークを配布しております。各市町村窓口で申出ることで受け取ることが出来ます。
配布窓口は各市町村担当課、宮城県障害福祉課、各保健福祉事務所等となっております。
問い合わせ先：福祉課　℡022-345-7221
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身体障害者標識

（クローバーマーク）

（青地に白）
	国家公安委員会で承認されたマークです。 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示する身体障害者標識（クローバーマーク）です。
やむを得ない場合を除き、マークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定で罰せられることになります。
このマークの表示については、努力義務となっています。

関連団体：黒川地区交通安全協会（大和警察署交通課内）

　　　　　℡022-345-0101
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聴覚障害者標識

（ちょうちょマーク）

（緑地に黄）
	聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。このマークの表示については、義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

関連団体：宮城県運転免許センター　交通安全協会

℡022-373-3601
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障害者のための
国際シンボルマーク

（青地に白）
	国際リハビリテーション協会によって障害者が容易に利用できる建物、施設であることを明確に示す国際シンボルマークとして採択決定されたものです。このマークは「すべての障害者」を対象としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し使用されるものではありません。

関連団体：財団法人日本障害者リハビリテーション協会

　　　　　℡03-5273-0601
※購入方法等は、協会ホームページを
参照してください。


	マーク
	意　味
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視覚障害者のための
国際シンボルマーク

（青地に白）
	世界盲人連合（WBU）が定めた、視覚障害者を示す世界共通のシンボルマークです。このマークは手紙や雑誌の冒頭、あるいは歩行用に自由に使用してよいとされています。

関連団体：社会福祉法人　日本盲人福祉委員会

　　　　　℡03-5291-7885
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聴覚障害者を表示する
国際シンボルマーク

（青地に白）
	このマークは、世界ろう連盟(WFD)が定めた世界共通の国際シンボルマークです。1980年に一般に紹介されてからは、いくつかの国で定期刊行物やポスターに使用されています。

また、ろう者が通訳その他のサービスを受けられる場所でも使用されています。

関連団体：世界ろう連盟

　　　　　財団法人全日本ろうあ連盟　本部事務所(東京)

℡03-3268-8847
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聴覚障害者の
シンボルマーク
（耳マーク）

（白地に緑）
	聞こえない人々の存在と立場を社会一般に認知してもらい、コミュニケーションの配慮などの理解を求めていくためのシンボルです。
このマークを提示された場合には、相手が「聞こえない」ことを理解しコミュニケーションの方法（筆談など）に配慮する必要があります。

関連団体：社団法人　全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

　　　　　℡03-3225-5600
※利用方法、耳マークグッズ等の詳細は、
連合会ホームページを参照してください。
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ほじょ犬マーク

（白地に青）
	身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマークです。

身体障害者補助犬とは、盲導犬・介助犬・聴導犬を指します。補助犬はペットではありません。社会のマナーをきちんと訓練されて衛生面も管理されています。公共の施設、交通機関、デパート、スーパー、ホテル、レストランなど身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。
お店の入り口などでこのマークを見かけたり補助犬を連れている人を見かけたりしたら、ご理解・ご協力をお願いします。

関連団体：厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部　
企画課自立支援振興室　
℡03-5253-1111


	
	

	マーク
	意　味
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オストメイトマーク

（白地に黒、十字は白）
	人工肛門、人工膀胱を使用している方（オストメイト）のための設備があることを表しています。オストメイト対応トイレの入口・案内誘導プレートに表示されています。

関連団体：社団法人　日本オストミー協会

　　　　　℡　03-5670-7681
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ハート・プラスマーク

（青地に白、

ハートと十字は赤）
	身体の内部に障害を持つ人を表現しています。

内部障害（心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫）は外見からは分かりにくいため誤解されやすく、“電車・バスなどの優先席に座りたい”“近辺での携帯電話使用を控えてほしい”といったことを我慢される場合があります。
関連団体：特定非営利活動法人　ハート・プラスの会

　　　　　℡050-5203-0261
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ハートビル

（白地に赤）
	建築物を利用しようとする方々にとって、その建築物が利用しやすいか否かの情報はとても有用で便利となります。

法律では認定特定建築物や広告などに、認定を受けている旨をシンボルマークで表示することができるようにしています。

なお、表示の際にお年寄りや車いすを使用する方などが利用しやすい部分を図で示すことも有用です。

関連団体：宮城県保健福祉部社会福祉課

　　　　　℡022-211-2519


【 身近な相談窓口 】
· 一人で悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。
	相談内容
	相談場所
	電話番号

	悩み、不安を抱えている方の相談
	仙台いのちの電話
	022-718-4343（年中無休）

	
	自殺予防いのちの電話
（フリーダイヤル）
	      0120-783-556 
（毎日16時～21時、
毎月10日8時から11日8時）

	
	いのちの電話　
インターネット相談
	


· 経済的な相談
	相談内容
	相談場所
	電話番号

	生活保護の相談
	福祉課
	022-345-7221

	生活安定資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業
	大和町社会福祉協議会
	022-345-2156

	生活福祉相談
	大和町社会福祉協議会
	022-345-2156

	大和町における
中小企業融資制度
	商工観光課
	022-345-1184


· 人権・生活相談
	相談内容
	相談場所
	担当窓口
	電話番号

	人権・行政相談
	大和町役場会議室
※原則毎月第２木曜日
	総務課
	022-345-1112

	生活相談
	
	大和町社会
福祉協議会
	022-345-2156

	高齢者の介護、虐待、
権利擁護等の相談
	大和町地域包括支援センター
福祉課
	022-343-5175

022-345-7221

	障がい者への虐待に
関する相談
	福祉課
	022-345-7221

	こどもへの虐待に
関する相談
	子ども家庭課
	022-345-7503


· こころとからだの健康相談
	相談内容
	相談場所
	電話番号

	自死に関する相談
	宮城県精神保健福祉センター
（ほっとするーセンター）
	0229-23-0028

	こころの健康相談
	宮城県精神保健福祉センター
（こころの相談電話）
	0229-23-0302

	子育て相談
	健康推進課
子ども家庭課
	022-345-4857
022-345-7503

	こころとからだの相談
	健康推進課
	022-345-4857

	こころの相談
（アルコール・薬物相談）
	宮城県塩釜保健所黒川支所
	022-358-1111


· 子ども・青少年の相談

	相談内容
	相談場所
	電話番号

	いじめ、不登校の相談
	大和町教育委員会
教育総務課
	022-345-7507

	いじめ、不登校、友人の悩み
	子ども・家庭１１０番
	022-211-4152


· 就労相談
	相談内容
	相談場所
	電話番号

	就労の相談
	ハローワーク大和
	022-345-2350

	就労の相談
	障害者就業・生活支援
センター　わ～く
	022-353-5505


· 相談事業所
	相談内容
	相談場所
	電話番号

	障がいをお持ちの方、ご家族の相談
	ぱれっとよしおか
	022-344-3620


【 その他 】
■ 身体障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）貸与
	対　象
	県内に１年以上居住し、在宅で生活している満１８歳以上の方。
かつ補助犬を適切に利用し、飼育できる方
・視覚障害２級以上の身体障害者手帳をお持ちの方
・肢体不自由２級以上の身体障害者手帳をお持ちの方
・聴覚障害２級に該当する身体障害者手帳をお持ちの方　等
※貸与を受けるための詳しい条件については訓練事業所にご確認ください。

	内　容
	身体障害者の方の社会参加を促すために、身体障害者補助犬を育成、貸与します。

	窓　口
	身体障害者補助犬を育成、貸与する各訓練事業者
宮城県保健福祉部障害福祉課地域生活支援班
℡022-211-2541　Fax022-211-2597


■ＮＥＴ１１９緊急通報システム
	対　象
	聴覚や発語に障がいがあり、音声による１１９番通報が難しい方。

	内　容
	携帯電話・スマートフォンから事前登録することで、１１９番通報がスムーズにできます。利用料無料。※通信料が別途発生します。

	窓　口
	黒川地域行政事務組合　消防本部指令課

℡022-345-4161　Fax022-345-0012


■聴覚障がい者向けのサービス提供
	対　象
	聴覚に障がいをお持ちの方。

	内　容
	①　聴覚障害に関するさまざまな情報提供を行います。
②　啓発や交流・社会参加の中核的拠点として、聴覚障がい者と地域とのつながりづくりを行います。
③　災害時における支援活動の拠点づくりを行います。
④　聴覚障害に関して、総合的・専門的に対応できる相談窓口があります。
　　　相談専用℡・Fax　022-393-5503

⑤　手話通訳者や要約筆記者の養成講座や研修・派遣を行います。

	窓　口
	宮城県聴覚障害者情報センター　みみサポみやぎ　
℡022-393-5501　　Fax022-393-5502


■ 視覚障がい者向けの情報サービス
	対　象
	視覚障害をお持ちの方。

	内　容
	①「みやぎ県政だより」点字版・音声版発行

②　音声による各種情報の提供

新聞や関係機関の情報を、電話ナビゲーションシステムを利用し提供しています。
（電話操作による音声情報電話　℡0570-02-1802）

	窓　口
	宮城県視覚障害者福祉協会　 ℡022-257-2022


■視覚障がい者向けのサービス提供
	対　象
	視覚障害をお持ちの方。

	内　容
	①県視覚障害者情報センターでは、視覚障がい者向けに、点字図書、デイジー図書
（ＣＤ）の貸出、生活情報誌の提供を無料で行っています。
②中途視覚障害の方への点字指導や音声パソコンの体験、音声や触覚で使える便利な機器・用具の展示紹介など、視覚障害に関する様々な相談の受付、情報提供を行っています。

	その他
	プライベートサービス

個人的に利用する私的な図書や日常生活において必要とする説明書などを無料で点訳・音訳します。
※点字用紙、ＣＤ-Ｒのみ利用負担となります。

	窓　口
	宮城県視覚障害者情報センター  ℡022-234-4047　Fax022-219-1642


■ 公共施設の入場料減免
	対　象
	各種障害者手帳をお持ちの方。

	内　容
	手帳を掲示すると入場料が割引になります。
　（蔵王野鳥の森自然観察センター・宮城県美術館・東北歴史博物館・慶長使節船
ミュージアム等）















①　相談・申請


福祉課へご相談ください。ご相談の際にサービスの内容をご案内いたします。


相談の結果、サービス利用が必要な場合に、申請していただきます。


②　アセスメント（調査）


役場職員（保健師等）が、サービス利用を希望する本人や家族に対して、障がいや生活の状況などについて、調査します。


③　審査・判定


　　②の調査結果をもとに全国一律の判定（一次判定）が行われます。その後、審査会が開


かれ、一次判定結果と医師の意見書などをもとにした判定（二次判定）が行われ、どの


くらいサービスが必要な状態なのかを示す「障害支援区分」が決められます。ただし、


利用するサービスによっては、区分の判定が必要ないものもあります。


※「障害支援区分」の範囲は「非該当」、「１」（軽度）から「６」（重度）までです。


④　サービス等利用計画案の作成依頼


利用者が指定特定相談支援事業者を選択して契約を結びます。相談支援専門員がサービスの利用を希望する人の意見や状況に合わせた利用計画案を作成します。


⑤　支給決定


町が③の判定結果や、④で作成したサービス等利用計画をもとに、利用できるサービス、


サービスを使うことができる量（支給量）を決定します。


支給が決定すると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。


⑥　サービス等利用計画の作成


⑤の支給決定が行われた後、指定特定相談支援事業所は、サービス担当者会議を開いて、サービス提供事業所などと連絡調整を行い、実際に利用することになるサービス等利用計画を作成します。


⑦　事業所との利用契約


サービスを利用する事業所を選択して利用契約をします。


なお、契約の際には「障害福祉サービス受給者証」が必要です。


⑧　サービスの利用開始


「障害福祉サービス受給者証」を提示し、利用計画にそったサービスを利用します。


⑨　モニタリング


一定期間ごとにサービスの利用状況を検証し、その結果に応じたサービス等利用計画の見直し（モニタリング）が行われます。
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